
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…  

■   中国地域知的財産戦略本部メールマガジン 臨時号 (2026.4.10）    ■ 

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…  

１．目 次 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【１】令和８年度「知財功労賞」の受賞者を決定しました（特許庁） 

【２】令和８年度中小企業等知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等知的  

  財産支援事業）の公募を開始します（中国経済産業局） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【１】令和８年度「知財功労賞」の受賞者を決定しました（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

日本の知的財産権制度の発展・普及・啓発に貢献した個人及び知的財産権制度を  

積極的に活用した企業等を表彰する｢知財功労賞｣の令和８年度受賞者を決定しま  

した。 

中国経済産業局管内からは、特許庁長官表彰の授賞対象として、企業１社が選定  

されました。 

 

《中国地域内の受賞者》 

■特許庁長官表彰 

 知的財産権制度活用優良企業等 

  ・三島食品株式会社（知財活用企業（商標））［広島県］ 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

◆中国経済産業局： 

 https://www.chugoku.meti.go.jp/r8fy/topic/chizai/260410.html 

◆特許庁： 

 https://www.jpo.go.jp/news/koho/tizai_koro/2026_tizai_kourou.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【２】令和８年度中小企業等知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等知的  

  財産支援事業）の公募を開始します（中国経済産業局） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

中国経済産業局は、産業支援機関が地域ステークホルダーと連携した中小企業等  

への知的財産支援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中  

小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築させる取組を定着させる事  

業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・  

活用を促進することを目的とする「令和８年度中小企業等知的財産支援地域連携  

促進事業費補助金（中小企業等知的財産支援事業）」を実施します。今般、本事業  

の実施機関の公募を以下のとおり行いますので、お知らせします。  

  

https://www.chugoku.meti.go.jp/r8fy/topic/chizai/260410.html
https://www.jpo.go.jp/news/koho/tizai_koro/2026_tizai_kourou.html


【公募期間】4/10(金)～ 5/8(金) 17 時 

【補 助 率】①地域中小企業支援拡充型事業（申請区分 A） 

       補助対象経費の 1/2 以内（上限 1 千万円） 

      ②地域中小企業支援構築型事業（申請区分 B） 

       定額（上限 5 百万円） 

【応募資格】 

 地域ステークホルダーとの連携を必須とし、次の条件を満たす産業支援機関  

 ・日本に拠点を有し、法人格（内国法人格）を有していること 

 ・事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること 

 ・本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること  

 ・本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等につい  

  て十分な管理能力を有していること 

 ・経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている  

  者ではないこと 

 ・経済産業省における EBPM※に関する取組に協力すること。 

（※）EBPM（Evidence-Based Policy Making：証拠に基づく政策立案）とは、 

政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化した  

うえで合理的根拠（エビデンス）に基づくものとすることです。限られた予算・  

資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していく EBPM の 

推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）  

にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。  

 

《その他留意事項》 

 ・コンソーシアム形式による応募も認めますが、その場合は幹事法人（申請者）  

  を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出してください。また、  

  幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできません。なお、幹事  

  法人にのみ交付決定を行います。 

 ・また、本公募や本事業における各種申請等（本応募申請書、交付要綱による  

  交付申請書、実績報告書、各種届出等）について、その作成等を行政書士又  

  は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行  

  政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/r8fy/koubo/chizai/260410.html 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏  

 本メールサービスの内容等に対するお問合せ、ご意見、ご要望、また本メール  

 サービスの配信の希望、中止及び配信先の変更等はこちらへお願いします。  

 

 中国地域知的財産戦略本部事務局 

 経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課 知的財産室 

 住 所：〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６番３０号 

https://www.chugoku.meti.go.jp/r8fy/koubo/chizai/260410.html


 TEL：（０８２）２２４－５６８０ 

 E-mail: bzl-cgk-tokkyo アットマーク meti.go.jp 

         (お願い)上記「アットマーク」を「@」に変更してください。 

 ＵＲＬ：https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/mail_mz/index.html 
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